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県地域防災計画の修正（案）概要 

 
 
 
 
 今回の地域防災計画の修正内容は、以下のとおりである。 

（１）地域防災計画（一般対策編、地震対策編）の修正 

ア 静岡県及び山梨県、神奈川県の三県による「富士山火山防災対策に関する協定」締結に

伴う修正 

イ 第３次地震防災緊急事業五箇年計画の変更(平成 22 年 3 月 31 日内閣総理大臣承認)に伴

う修正 

ウ 県の危機管理体制の充実及び本庁組織の再編に伴う修正 

エ その他 

 ○ 組織変更等に伴う名称の修正 

 ○ 関係機関の防災業務計画との整合に伴う修正 

○ 従来の表現の見直し 

 ○ その他所要の修正 

 

（２）地域防災計画（原子力対策編）の修正 

ア 県の本庁組織の再編に伴う修正 

 

 

 
 

日 程 内  容 

平成２２年  ～５月下旬 関係機関への意見照会・回答の集約、消防庁への事前協議 

 ６月２５日 危機管理連絡調整会議開催（庁内） 

 ６月２９日 静岡県防災会議開催⇒ 計画修正の承認 

 防災会議終了後 内閣総理大臣への修正協議 

 

１ 修正及び追加の概要 

２ 修正手続きの流れ 
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（１）地域防災計画（一般対策編、地震対策編）の修正 

  ア 静岡県及び山梨県、神奈川県の三県による「富士山火山防災対策に

関する協定」締結に伴う修正 
 
（ア）修正の概要 
 

ａ 基本的な考え方 

  平成21年10月29日に開催された第４回山静神三県サミットにおいて、静岡県及び山梨県、

神奈川県の三県により「富士山火山防災対策に関する協定」が締結されたことを受けて、

富士山の火山防災計画における関係機関との連携体制の整備や広域避難のための体制整備、

広域連携など県地域防災計画における所要の修正を行う。 

 
ｂ 修正の内容 

【一般対策編】 

・関係機関との連携体制の整備（協定に基づく情報共有体制の整備） 

・防災訓練（協定に基づく合同防災訓練の実施） 

・広域避難のための体制整備（協定に基づく県境を越えた広域避難等の検討） 

・広域連携（協定に基づく各種災害応急対策の連携実施） 

 

（イ）地域防災計画への記述の内容 
   上記項目の内、a、bについて県地域防災計画を修正した。 
 

静岡県地域防災計画（一般対策編）修正の概要 

章 項 目 修 正 要 旨 

第２章 

災害予防計画 

○関係機関の連携体制の整備 

（三県の情報共有体制の整備） 

○防災訓練 

（三県による合同防災訓練の実施） 

○避難体制の整備 

（県境を越えた広域避難等の検討） 

第５章 

伊豆東部火山群の

火山災害対策計画

及び富士山の火山

防災計画 

 

第２節 

富士山の火山

防災計画 

第３章 

災害応急対策計画 

○広域連携 

（各種災害応急対策の連携実施） 
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 イ 第３次地震防災緊急事業五箇年計画の変更に伴う修正 

 
（ア）修正の概要 
 

ａ 基本的な考え方 

平成21年3月10日付総務省告示第115号により「地震防災緊急事業五箇年計画に定める施

設等の整備及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基

準を定める件（平成八年自治省告示第118号）」が一部改正され、地震による倒壊の危険性

が高い庁舎及び避難所（Is値0.3未満）が補助対象となった。 

本県では、「静岡県が所有する公共建築物の耐震化計画」に基づき、ランクⅡとランクⅢ

の建築物をランクⅠ（災害時の拠点となるうる施設はランクⅠａ）とすることとし、建築

物を用途により２つに分類して１類とした災害時の拠点となるうる施設等から優先して耐

震化を実施している。 

今回新たに、１類に分類された施設のうち、地震による倒壊の危険性が高いもの（Is値

0.3未満）の耐震化を計上して、第３次地震防災緊急事業５箇年計画（H18～22）を変更し、

平成22年3月31日、内閣総理大臣の承認を得たため、県地域防災計画における所要の修正を

行う。 
 
 

表１ 建築物の耐震性能に基づくランク付け（本県独自の判定基準による） 
ランクⅠａ 耐震性能が優れている建物 
ランクⅠｂ 耐震性能が良い建物 
ランクⅡ 耐震性能がやや劣る建物 
ランクⅢ 耐震性能が劣る建物 

   ※建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物はランクⅠとランクⅡ 
 
   表２ 建築物の用途による分類 

類 用 途 

(1)災害時の拠点となる建築物 

・災害応急対策全般の立案・計画、調整、警戒、情報収集・伝達等を行う施設 

・住民の避難所等として使用される施設 

・救急医療等を行う施設 

・災害時要援護者を保護、入所している施設 

・道路、港湾、漁港、土地改良施設等の応急対策を行う施設 

・清掃、防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設 

(2)不特定多数の者が利用する建築物 

(3)その他主要な建築物（特定者が利用する施設） 

１
類 

(4) 県営住宅 

(1)多数の者が利用する建築物（付属的施設） ２
類 (2)その他の主要な建築物（災害時応急対策要員が利用する施設） 
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ｂ 修正の内容 

第３次地震防災緊急事業５箇年計画について、新たに「公的建造物の整備」として、県

の所有する災害時の拠点となりうる施設のうち、地震による倒壊の危険性が高いもの（Is
値0.3未満）の耐震化を追加し、計画の変更を行った。 

 
  【追加事業】 

事業名 事業主体 事業概要 概算事業費 

公共施設等耐震化事業 県 駐在所 １箇所 28百万円

 
 
（イ）地域防災計画への記述の内容 

   上記項目の内、a、bについて県地域防災計画を修正した。 
 

静岡県地域防災計画（地震対策編）修正の概要 

章 項 目 修 正 要 旨 
第３編 
地震防災施設緊

急整備計画 

第３章 地震防災緊急事

業５箇年計画 
○「公的建造物の整備」として、県の所有する災害時

の拠点となりうる施設のうち、地震による倒壊の危

険性が高いものの耐震化を追加 
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 ウ 県の危機管理体制の充実及び本庁組織の再編に伴う修正 

 
（ア）修正の概要 
 

ａ 基本的な考え方 

県は、平成22年4月1日から従来の危機管理局を危機管理部に格上げし、危機管理体制の

充実を図るとともに、本庁組織の再編を行ったことに伴い、県地域防災計画における所要

の修正を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知 事 

危機管理監 

総務部 

危機管理局

知 事 

危機管理監 危機管理部

＜２１年度＞ 
＜２２年度＞ 

職員局 

財務局 

自治局 

文書局 

経営管理部

企画部 

企画広報部

建設部

産業部

厚生部

県民部

企画部

総務部

２１年度

建設部

産業部

厚生部

県民部

企画部

総務部

２１年度

危機管理部

管理局、建設支援局、道路局、河川砂防局

港湾局、空港局、都市局、農地局、森林局
交通基盤部

管理局、振興局、就業支援局、農林業局

水産業局、商工業局

管理局、福祉こども局、長寿政策局

障害者支援局、医療健康局、生活衛生局

文化学術局、観光局、国際・交流局

管理局、県民生活局、建築住宅局、環境局

知事公室、知事戦略室、広報局、企画調整局

情報統計局

職員局、財務局、自治局、文書局

所管局

経済産業部

健康福祉部

文化・観光部

くらし・環境部

企画広報部

経営管理部

２２年度

危機管理部

管理局、建設支援局、道路局、河川砂防局

港湾局、空港局、都市局、農地局、森林局
交通基盤部

管理局、振興局、就業支援局、農林業局

水産業局、商工業局

管理局、福祉こども局、長寿政策局

障害者支援局、医療健康局、生活衛生局

文化学術局、観光局、国際・交流局

管理局、県民生活局、建築住宅局、環境局

知事公室、知事戦略室、広報局、企画調整局

情報統計局

職員局、財務局、自治局、文書局

所管局

経済産業部

健康福祉部

文化・観光部

くらし・環境部

企画広報部

経営管理部

２２年度

（新設）

（新設）

（改称）

（改称）

（改称）

（改称）

（改称）

（改称）
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ｂ 修正の内容 

・危機管理部の設置に伴う修正 
・本庁組織の再編に伴う修正 

 
（イ）地域防災計画への記述の内容 

   上記項目の内、a、bについて県地域防災計画を修正した。 
 

静岡県地域防災計画（一般対策編）修正の概要 

章 項 目 修 正 要 旨 

第２章 

災害予防計画 

第４節 道路、橋りょう

災害防除計画 

○所管部署の変更（道路企画室⇒道路企画課） 

第23節 水防計画 ○水防長（交通基盤部部長）、副水防長（交通基盤部理

事）の変更 

第３章 

災害応急対策

計画 第31節 突発的災害に係

る応急対策計画

○危機管理部の設置 

○所管部署の変更（厚生部管理局⇒健康福祉部管理局、

医療室⇒医療課、危機対策室⇒危機対策課） 

 
静岡県地域防災計画（地震対策編）修正の概要 

編 項 目 修 正 要 旨 
第１章 防災思想の普及 
 

○相談窓口の変更 

（総括的事項…危機管理部、建築安全推進課） 

第２編 
平常時対策 

第３章 地震防災訓練の

実施 
○組織再編（室⇒課） 

第４編 
地震防災応急

対策 

第２章 情報活動 ○東海地震注意情報、警戒宣言、東海地震予知情報の

受理、伝達、周知 
（警戒本部設置前の危機管理部による情報受理） 

第５編 
災害応急対策 

第２章 情報活動 ○地震情報等の受理、伝達、周知 
（災害対策本部設置前における警戒本部又は危機管

理部による情報受理） 
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エ その他 

 
ａ 静岡県地域防災計画（一般対策編）修正の概要 
 

章 項 目 修 正 要 旨 

第３節 防災上重要な機関の処理す

べき事務又は業務の大綱 

○第三管区海上保安本部防災業務計画との整合を

図るための修正 

第４節 県の自然条件 ○現在の行政区域に合わせた修正 

第１章 

総 論 

第６節 予想される災害と地域 ○時点修正 

第１節 河川災害予防計画 ○時点修正 

第３節 港湾漁港保全災害防除計画 ○時点修正等 

第５節 土砂災害防除計画 ○土砂災害警戒情報補足情報配信システム等の活

用を追加 

○土砂災害に対する防災訓練の実施を追加 

第９節 通信施設等整備改良計画 ○観測施設数の時点修正 

第16節 防災のための調査研究 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第17節 住民の避難誘導体制 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第２章 

災害予

防計画 

第22節 災害時要援護者支援計画 ○表現の統一 

第５節 災害広報計画 ○実態に合わせた修正 

第７節 避難救出計画 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第８節 食料供給計画 ○協定書の改廃による修正 

第９節 衣料、生活必需品、その他

の物資供給計画 

○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第11節 応急仮設住宅及び住宅応急

修理計画 

○災害救助法施行細則の一部改正に伴う修正 

第18節 交通応急対策計画 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第20節 社会福祉計画 ○組織の廃止及び業務の継承に伴う修正 

○表現の統一 

第29節 電力施設災害応急対策計画 ○市町村合併による修正 

第３章 

災害応

急対策

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第31節 突発的災害に係る応急対策

計画 

○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

○排出油防除計画との相互連携 

○報告様式の修正 

○連絡先の変更による修正 

 
章 項 目 修 正 要 旨 

第５章 

伊豆東部火山群の火山災害

対策計画及び富士山の火山

防災計画 

第１節 伊豆東部火山群の火山災

害対策計画 

○正確な表記 
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ｂ 静岡県地域防災計画（地震対策編）修正の概要 
 

編 項 目 修 正 要 旨 

第１編 

総論 

第２章 予想される災害 ○時点修正 

第３編 

地震防

災施設

緊急整

備計画 

第２章 地震対策緊急整備事業計

画 

○他箇所との表記の統一に伴う修正 

第１章 防災関係機関の活動 ○要領改正に伴う修正 

○自衛隊の活動を追加 

第５章 緊急輸送活動 ○要領改正に伴う修正 

○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第４編 

地震防

災応急

対策 

第９章 交通の確保活動 ○市町村合併による修正 

○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第４章 緊急輸送活動 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第５章 広域応援活動 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第７章 避難活動 ○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 

第10章 地域への救援活動 ○災害救助法施行細則の一部改正に伴う修正 

第12章 被災者の生活再建等への

支援 

○組織の廃止及び業務の継承に伴う修正 

○表現の統一 

第５編 

災害応

急対策 

第13章 県有施設及び設備等の対

策 

○従来の記述を整理し、適切な記述に修正 
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（２）地域防災計画（原子力対策編）の修正 

 
ア 県の本庁組織の再編に伴う修正 

危機管理局を危機管理部に格上げしたことに伴い、県地域防災計画における表記の修正

を行う。 

・ 修正箇所 別図(３－２－１) 防災関係機関の情報連絡系統図の県組織名称 
    
 危機管理局原子力安全対策室 → 危機管理部原子力安全対策課 

 
 


